
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て

児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

河
野

太
郎

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
四
号
、
別
記
様
式
第
五
号
、
別
記
様
式
第
七
号
及
び
別
記
様
式
第
十
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
三
号
ま
で
の
様

式
中
「

行
政
不
服
審
査
法

（昭
和
3
7
年
法
律
第
1
6
0
号

）に
基
づ
き

」
を
削
り
、
「6

0
日

」
を
「３

か
月

」
に
、
「異

議
申
立

、

て

」
を
「審

査
請
求

」
に
改
め
る
。

附

則



こ
の
規
則
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


